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向
井
俊
彦
さ
ん
を
偲
ん
で
、
最
近
関
心
を
持
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
投
稿
し
ま

す
。
向
井
さ
ん
は
、
学
生
時
代
私
に
と
っ
て
尊
敬
す
る
先
輩
で
し
た
。
彼
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
学
徒
で
、
そ
の
幅
広
い
知
見
と
鋭
い
問

題
洞
察
力
に
よ
っ
て
、
私
は
し
ば
し
ば
触
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
卒
業
後
も

研
究
会
や
学
会
で
お
会
い
す
る
た
び
に
、「
梅
林
く
ん
、
君
は
見
田
石
介
先
生
や
鈴

木
茂
先
生
の
理
論
を
ど
う
継
承
す
る
か
、
考
え
て
い
る
か
」
な
ど
と
、
尻
を
叩
か
れ

て
い
ま
し
た
。
向
井
さ
ん
か
ら
の
そ
う
し
た
叱
咤
激
励
も
あ
り
、
見
田
先
生
の
分
析

的
方
法
、
鈴
木
先
生
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
関
す
る
研
究
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
お
二
人
の
研
究
は
、
西
洋
の
近
代
哲
学
、
現
代
の
諸
科
学
の
状
況
を
踏
ま
え
、

さ
ら
に
は
西
田
哲
学
も
一
部
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
理
論
の
現
代
化
を
図

ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
構
想
に
は
感
動
を
お
ぼ
え
る
ほ
ど
で
す
。

し
か
し
、
今
の
私
は
、
向
井
さ
ん
の
叱
咤
激
励
に
ま
だ
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
何
か
疑
問
が
わ
く
と
そ
れ
に
関
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
が
あ

り
、
考
え
る
問
題
が
移
ろ
い
が
ち
で
あ
る
と
い
う
欠
点
を
克
服
で
き
な
い
ま
ま
今
日

に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
こ
で
は
今
私
の
関
心
を
占
め
て
い
る
こ

と
│
│
日
本
近
代
思
想
の
一
局
面
│
│
に
つ
い
て
、
報
告
し
ま
す
。

は
じ
め
に

佐
田
介
石
は
、
幕
末
維
新
期
の
熊
本
出
身
の
学
僧
で
あ
る
。
文
政
元
年
（
一
八
一

八
）
八
代
郡
種
山
村
（
現
八
代
市
）
の
浄
立
寺
に
生
ま
れ
、
十
八
か
ら
二
十
代
半
ば

に
か
け
本
願
寺
の
大
学
林
に
学
び
、
飽
田
郡
小
島
町
（
現
熊
本
市
小
島
中
町
）
正
泉
寺

佐
田
氏
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
介
石
は
、
幕
末
明
治
初
年
と
い
う
前
近
代
か
ら
近

代
へ
の
激
変
の
時
代
に
、
伝
統
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
近
代
文
明
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と

真
剣
に
向
き
合
い
、
活
発
な
言
論
活
動
を
行
い
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
西
洋
近
代
文

明
を
強
く
退
け
た
学
僧
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
仏
教
や
中
国
上
古
の
天
文
説
に
依

り
な
が
ら
西
洋
近
代
天
文
学
を
批
判
し
、
江
戸
期
の
伝
統
的
な
生
活
文
化
を
擁
護
す

る
経
済
思
想
を
唱
え
、
舶
来
品
排
斥
や
護
法
の
運
動
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
言
論
の

媒
体
・
様
式
に
注
目
す
る
と
、
介
石
は
建
白
書
に
よ
り
維
新
政
府
に
建
言
し
、
書
籍

や
雑
誌
を
東
京
や
京
都
に
お
い
て
発
行
し
、
ま
た
新
聞
雑
誌
に
投
稿
し
、
そ
し
て
演

説
を
通
し
て
民
衆
に
活
発
に
語
り
か
け
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
介
石
の
言
論
の
う
ち
主
と
し
て
社
会
経
済
論
に
関
す
る
主
張
と
そ
の

言
論
媒
体
・
様
式
に
着
目
し
て
、
介
石
の
言
論
が
、
必
ず
し
も
伝
統
回
帰
一
辺
倒
で

は
な
く
、
そ
の
時
代
状
況
に
対
応
し
て
、
前
近
代
と
近
代
と
を
合
わ
せ
持
つ
過
渡
的

性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
、
介
石
に
と
っ
て
も
明

治
初
年
と
い
う
時
代
状
況
に
と
っ
て
も
、「
近
代
」
あ
る
い
は
「
文
明
」
は
、
そ
の

後
の
日
本
が
実
際
に
た
ど
っ
た
「
近
代
」
と
は
異
な
る
要
素
を
内
包
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
介
石
は
、
そ
の
地
方
遊
説
の
途
中
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
十

二
月
九
日
、
越
後
高
田
に
病
没
し
て
い
る
。
翌
年
四
月
、
伝
記
『
等
象
斎
介
石
上
人
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介
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略
伝
』
が
弟
子
の
仁
藤
巨
寛
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

一
、
言
論

【
国
民
的
言
論
の
時
代
】

介
石
が
経
済
社
会
構
想
に
つ
い
て
の
言
論
を
活
発
に

行
っ
た
の
は
、
明
治
六
年
頃
か
ら
そ
の
没
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
周

知
の
よ
う
に
、
維
新
政
府
が
、
断
髪
廃
刀
令[

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）]

、
徴
兵
令[

明

治
五
年
（
一
八
七
二
）]

、
学
制[
同]

、
改
暦[

同]

、
地
租
改
正[

明
治
六
年
（
一
八
七

三
）]

、
秩
禄
処
分[

明
治
五
年
検
討
開
始
〜
九
年
家
禄
支
給
全
廃]

、
鉄
道[

明
治
五
年
〜]

電
信[

明
治
二
年
〜]

開
設
な
ど
の
近
代
化
策
を
矢
継
ぎ
早
に
実
施
し
、
そ
の
近
代
化
策

を
め
ぐ
っ
て
政
権
内
部
の
対
立
が
深
ま
り
、
農
民
の
激
し
い
抵
抗
や
士
族
の
反
乱
が

頻
発
し
、
国
民
の
参
政
権
や
自
治
を
求
め
る
自
由
民
権
運
動
が
全
国
に
広
ま
っ
た
時

代
で
あ
る
。
ま
た
、
対
外
的
に
見
れ
ば
、
日
本
経
済
が
、
不
平
等
条
約
に
よ
っ
て
関

税
自
主
権
を
失
い
、
欧
米
先
進
資
本
主
義
国
の
商
品
・
資
本
が
流
入
し
、
外
国
資
本

へ
の
隷
属
状
態
に
陥
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
葛
藤
、
国
民
運
動
、
対
外
的
危
機
を
経
て
、
上
か
ら
の
近
代
国
家
建
設
の
方
向
が

次
第
に
明
確
に
な
っ
て
い
く
時
代
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
ま
た
、
日
本
に
始
め
て
出
現
し
た
国
民
的
言
論
の
時
代
で
あ
っ
た
。

国
民
的
言
論
の
媒
体
の
一
は
、
こ
の
時
期
特
有
の
建
白
・
建
言
で
あ
る
。
二
は
、
新

聞
、
雑
誌
な
ど
の
定
期
な
い
し
逐
次
刊
行
物
お
よ
び
書
籍
と
い
っ
た
印
刷
物
で
あ
る
。

三
は
、
各
種
の
演
説
会
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
電
信
や
郵
便
も
言
論
の
媒
体
と
し
て
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
省
く
。
谷
川
穣
は
、
介
石
が
こ

れ
ら
三
つ
の
言
論
媒
体
を
旺
盛
に
利
用
し
た
こ
と
を
、
丹
念
に
調
べ
上
げ
て
い
る

[

谷
川
、
二
〇
〇
二]

。

【
建
白
】

明
治
初
年
の
言
論
媒
体
の
一
と
し
て
、
建
白
・
建
言
を
挙
げ
る
こ
と

に
は
違
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
岩
波
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
『
日
本
近
代
思
想

体
系
』
第
十
一
巻
の
『
言
論
と
メ
デ
ィ
ア
』[

松
本
・
山
室
、
一
九
九
六]

も
、
言
論
の

媒
体
と
し
て
、
新
聞
・
雑
誌
・
書
籍
と
演
説
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
建
白
・
建
言
を

取
り
上
げ
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
日
本
近
代
思
想
体
系
』
自
体
、
全
巻
に
わ
た
っ

て
種
々
の
建
白
を
資
料
と
し
て
掲
載
し
、
利
用
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
示
す
よ
う

に
、
建
白
・
建
言
は
明
治
初
年
の
重
要
な
言
論
媒
体
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
慶
応
三
年
末
の
「
王
政
復
古
の
沙
汰
書
」
は
、「
旧
弊
御
一
洗
ニ
付
、
言

語
之
道
被
二

洞
開
一

候
間
、
見
込
有
レ

之
向
ハ
、
不
レ

拘
二

貴
賎
一

無
二

忌
憚
一

可
レ

致
二

建
言
一

」

と
、
新
政
権
へ
の
建
白
・
建
言
を
人
々
に
広
く
奨
励
し
て
い
る[

遠
山
、
一
九
九
六
、

四
頁]

。
国
民
の
側
も
、
士
族
だ
け
で
な
く
、
農
工
商
の
一
般
民
衆
を
含
め
、
そ
れ
に

応
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
代
化
を
め
ぐ
る
対
立
、
問
題
が
深
ま
る
明
治
七
年
に
は
、

板
垣
退
助
ら
の
「
民
選
議
院
ヲ
建
ル
之
議
」
を
始
め
、
断
髪
、
学
制
、
大
教
院
・
教

導
職
、
改
暦
、
地
租
や
地
券
、
徴
兵
令
、
華
士
族
の
家
禄
、
貨
幣
制
度
、
米
価
、
征

韓
論
、
佐
賀
の
乱
、
台
湾
出
兵
な
ど
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、『
明
治
建

白
書
集
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
五
四
五
通
の
建
白
書
が
出
さ
れ
て
い

る
。
中
央
政
府
の
官
員
な
ら
ま
だ
し
も
、
地
方
在
住
の
者
が
建
白
を
出
す
場
合
、
東

京
ま
で
お
も
む
き
、
そ
の
受
理
・
不
受
理
な
ど
の
回
答
を
得
る
た
め
十
日
、
二
十
日

と
滞
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
う
。
国
会
も
開
設
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
時

期
に
、
言
論
を
も
っ
て
国
政
に
「
参
加
」
す
る
道
が
不
完
全
で
は
あ
る
が
開
か
れ
て

い
た
の
で
あ
る
（[

牧
原
、
一
九
九
〇]

参
照
）。

佐
田
介
石
は
、
頻
繁
に
建
白
を
行
っ
た
一
人
で
あ
る
。『
等
象
斎
介
石
上
人
略
伝
』

に
は
、「
天
朝
并
に
幕
府
に
建
言
す
る
こ
と
三
十
有
余
度
、
…
幕
府
大
政
を
返
上
し

て
皇
政
に
復
せ
し
已
来
、
建
白
す
る
こ
と
も
亦
三
十
有
余
度
」[

五
丁
表]

と
あ
る
。

『
明
治
建
白
書
集
成
』
に
は
、
介
石
の
建
白
の
う
ち
、「
富
国
議
」（
明
治
六
年
一
月
、

『
集
成
』
第
二
巻
）、「
建
白
﹇
清
国
不
可
討
之
議
﹈」、「
建
白
﹇
二
十
三
題
の
議
・
桑

茶
論
﹈」（
以
上
、
明
治
七
年
九
月
、『
集
成
』
第
三
巻
）、「
建
白
﹇
地
動
説
疑
問
の
議
・
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附
『
星
学
疑
問
』﹈」（
明
治
七
年
十
二
月
、『
集
成
』
第
四
巻
）、「
耶
蘇
建
白
」（
明
治
八

年
一
月
、『
集
成
』
第
四
巻
）、「
建
白
﹇
聖
徳
太
子
追
賞
ノ
議
﹈」（
明
治
八
年
、『
集
成
』

第
五
巻
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
集
成
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
介
石
は
、

仏
教
の
国
益
を
説
い
た
「
諸
宗
寺
院
連
名
建
白
」（
明
治
八
年
）
や
、
三
条
実
美
、
木

戸
孝
允
な
ど
に
直
接
宛
て
た
建
白
も
書
い
て
い
る
と
言
う
。

【
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
】

次
に
、
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
な
ど
の
言
論
媒
体
で
あ

る
が
、
日
本
に
お
け
る
定
期
刊
行
の
近
代
的
な
新
聞
、
ま
た
逐
次
的
な
雑
誌
も
、
明

治
初
年
の
こ
の
時
期
に
創
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
介
石
も
、
雑
誌
を
創
刊
あ
る
い

は
編
集
し
て
い
る
。
介
石
は
、
編
集
に
携
わ
っ
た
『
世
益
新
聞
』（
第
一
号[

明
治
八

年]-

第
九
号[

明
治
九
年]

）
と
創
刊
し
た
『
掌
珍
新
論
』（
第
一
号
、
二
号[

明
治
九
年]

）

に
は
、
天
文
地
理
説
や
経
済
論
、
護
法
論
な
ど
を
載
せ
て
お
り
、
介
石
創
刊
の
『
栽

培
経
済
問
答
新
誌
』（
第
一
号[

明
治
十
四
年]

│
第
四
十
号[
明
治
十
五
年]

）
で
は
、
経
済

を
論
じ
、
維
新
政
府
の
近
代
化
策
を
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
介
石
は
、『
東
京

日
々
新
聞
』
や
明
治
仏
教
界
共
同
の
雑
誌
『
明
教
新
誌
』
に
石
油
ラ
ン
プ
を
排
斥
す

る
「
ラ
ン
プ
亡
国
の
戒
め
」（
第
一
〇
一
一
号[

明
治
十
三
年
七
月
十
八
日]
）
を
寄
稿
し
、

『
明
教
新
誌
』
第
六
九
四
号[

明
治
十
一
年
九
月
十
二
日]

か
ら
第
七
六
二
号[
明
治
十
二
年

二
月
四
日]

に
か
け
て
近
代
科
学
に
寛
容
な
僧
侶
と
誌
上
論
争
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

日
本
の
近
代
化
に
深
く
関
っ
た
米
国
人
宣
教
師
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
企
画
し
た
「
海
外
交

通
ハ
果
シ
テ
利
益
ア
ル
乎
将
弊
害
ア
ル
乎
ト
ノ
二
問
題
」
に
つ
い
て
の
懸
賞
論
文
募

集
に
、
介
石
も
応
じ
て
い
る
。
没
後
に
出
版
さ
れ
た
介
石
の
応
募
論
文
『
點
取
交
通

論
』
に
付
さ
れ
た
緒
言
に
よ
れ
ば
、「
佐
田
介
石
先
生
快
筆
ヲ
揮
テ
交
通
ノ
弊
害
ヲ

極
論
セ
ラ
レ
、
二
等
賞
ヲ
得
ラ
レ
タ
リ
。
而
シ
テ
他
ニ
一
等
賞
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
シ
ト

云
フ
。
載
テ
明
治
十
年
八
月
ノ
日
々
新
聞[

『
東
京
日
々
新
聞
』]

ニ
ア
リ
」
と
い
う
。

さ
ら
に
介
石
は
、
天
文
地
理
に
関
す
る
多
く
の
書
を
著
し
、
そ
の
経
済
説
の
主
著
と

し
て
は
、『
栽
培
経
済
論
初
編
』
上
下
二
巻
（
明
治
十
一
年
）、『
同
後
編
』
上
下
二
巻

（
明
治
十
二
年
）
が
あ
る
。

【
演
説
】

僧
侶
の
法
話
や
説
教
、
ま
た
講
談
な
ど
も
演
説
の
一
種
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
宗
教
的
動
機
や
楽
し
み
の
た
め
で
は
な
く
、
政
治
問
題
や
社
会
問
題
に
つ

い
て
意
見
を
述
べ
、
相
互
理
解
を
深
め
、
集
団
的
な
意
思
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
演
説
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
初
年
の
こ
の
時
期
か
ら
で
あ

る
。
福
沢
諭
吉
の
三
田
演
説
会
が
有
名
で
あ
る
が
、「
三
田
演
説
会
日
記
」
第
二
号

の
明
治
十
二
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
演
説
会
の
記
録
に
、「
富
国
三
法
　
外
員

佐
田
介
石
」
と
あ
る[

松
本
・
山
室
、
一
九
九
六
、
二
九
九
頁]

。
谷
川
の
緻
密
な
調
査

に
よ
れ
ば
、
介
石
は
、
明
治
十
一
年
か
ら
十
五
年
に
病
没
す
る
ま
で
の
五
年
間
に
、

新
聞
雑
誌
な
ど
の
記
事
に
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
、
三
都
を
中
心
に
七
十
ヶ
所
以
上
の

地
域
で
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
一
ヶ
所
で
数
日
あ
る
い
は
一
月
近
く
演
説
し
て
い
る

事
例
も
多
い
か
ら
、
大
変
な
演
説
回
数
で
あ
る
。
演
説
会
場
は
、
浅
草
寺
の
伝
法
院
、

長
野
・
善
光
寺
、
京
都
・
大
谷
派
上
等
普
通
教
校
、
大
阪
・
四
天
王
寺
な
ど
、
天

台
・
浄
土
系
を
始
め
各
宗
派
の
寺
院
が
多
い
が
、
介
石
を
支
持
す
る
商
家
や
小
学
校
、

手
芸
学
校
、
料
亭
、
そ
し
て
三
田
演
説
館
で
行
わ
れ
て
い
る[

谷
川
、
二
〇
〇
二
、
八

三
│
七
頁]

。

【
介
石
の
言
論
は
、
様
式
に
お
い
て
も
、
過
渡
的
】

こ
う
し
た
言
論
様
式
か
ら

も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
介
石
の
言
論
は
、
伝
統
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
建
白
は
、
広
く
国
民
に
「
貴
賎
に
拘
ら
ず
、
忌
憚
無
く
」
国
政

全
般
に
つ
い
て
建
言
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
近
代
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
や
は
り
建
白
は
、
国
会
が
開
設
さ
れ
る
ま
で
の
過
渡
的
な
、
前
近
代

性
を
合
わ
せ
持
つ
言
論
の
様
式
で
し
か
な
い
。

演
説
に
つ
い
て
も
、
介
石
の
演
説
は
そ
の
多
く
が
寺
院
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
と

い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
僧
侶
の
法
話
や
説
教
と
い
っ
た
伝
統
的
な
演
説
と
変
わ
る
と
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こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
僧
侶
の
説
法
で
は
な
く
、
地
は
平
ら
で
あ

る
か
球
で
あ
る
か
、
静
で
あ
る
か
動
で
あ
る
か
と
い
う
天
文
説
で
あ
り
、
富
国
論
で

あ
り
、
ラ
ン
プ
や
蝙
蝠
傘
な
ど
の
舶
来
品
を
排
斥
し
よ
う
と
い
う
訴
え
で
あ
っ
た
。

明
六
社
創
立
者
の
一
人
で
キ
リ
ス
ト
者
で
も
あ
っ
た
中
村
正
直
は
、
介
石
の
『
栽
培

経
済
論
初
篇
』
や
『
點
取
交
通
論
』
に
「
序
」
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
経
を
誦

え
た
り
仏
を
念
じ
た
り
せ
ず
、
外
国
貿
易
に
よ
っ
て
窮
乏
に
陥
っ
た
民
衆
を
い
か
に

し
て
救
う
か
を
説
く
介
石
こ
そ
「
真
ノ
佛
者
也
」
と
厚
い
共
感
の
こ
と
ば
を
寄
せ
て

い
る
（『
點
取
交
通
論
』
序
）。
介
石
の
演
説
は
、
伝
統
的
な
説
法
と
は
お
よ
そ
異
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
略
伝
』
に
よ
れ
ば
、
介
石
の
演
説
を
聞

い
た
聴
衆
た
ち
は
、「
悉
皆
師
の
説
に
帰
嚮
し
て
国
産
を
興
し
洋
品
を
廃
す
る
社
を

開
」（
十
一
丁
表
）
き
、
長
野
に
は
憂
国
社
、
大
坂
に
は
保
国
社
、
東
京
に
は
観
光
社
、

京
都
に
は
六
益
社
等
々
の
結
社
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
介
石

の
演
説
は
、
伝
統
的
な
坊
主
の
説
法
か
ら
、
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
集
団
的
な
意
思

形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
近
代
的
な
タ
イ
プ
の
演
説
へ
と
姿
を
変
え
て
い

た
と
言
え
る
。

【
主
張
内
容
も
過
渡
的
】

介
石
の
言
論
が
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
的
な
性

格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
論
の
様
式
や
媒
体
の
面
か
ら
だ
け
で

な
く
、
そ
の
主
張
内
容
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
介
石
の
天

文
地
理
説
は
、
印
度
仏
典
の
須
弥
山
説
や
中
国
上
古
の
蓋
天
説
と
い
う
古
い
伝
統
的

世
界
像
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
介
石
は
、
西
洋
天
文
学
と
の
論
争
を
説
得
的
に
進

め
る
た
め
に
、
地
動
説
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
退
け
つ
つ
も
、
地
球
説
と
の
妥
協
を

企
て
て
い
る
。
天
文
地
理
説
に
関
す
る
介
石
の
著
書
の
一
つ
、『
視
実
等
象
儀
記
初

篇
』
に
は
、「
一
名
天
地
共
和
儀
記
」
と
い
う
副
題
が
付
い
て
い
る
が
、
そ
の
「
共

和
」
は
、「
地
平
家
」
と
「
地
円
家
」
と
の
「
両
家
ノ
天
地
ノ
論
ヲ
シ
テ
共
和
セ
シ

メ
」（
二
十
八
丁
表
）
る
と
い
う
介
石
の
意
図
を
表
し
て
い
る
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
の
見
え
（
視
象
）
に
関
し
て
は
「
地
円
家
」
の
主
張
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
天
地
の
実
の
姿
（
実
象
）
に
つ
い
て
は
や
は
り
「
地
平
家
」
が
正

し
い
と
い
う
仕
方
で
、
視
実
両
象
の
概
念
に
よ
っ
て
、
地
平
説
と
地
球
説
と
の
両
立

を
図
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
両
立
を
可
能
に
す
る
理
論
、「
視
実
両
象
ノ
理
」

（
視
象
と
実
象
と
を
媒
介
す
る
一
種
の
観
測
理
論
）
に
、
介
石
天
文
地
理
説
の
工
夫
が
あ

る
。
介
石
は
、
こ
の
「
共
和
」
を
通
し
て
、
現
象
面
に
限
っ
て
近
代
天
文
学
を
自
説

の
中
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
須
弥
山
に
代
え
て
、
む

し
ろ
地
球
説
の
地
軸
（
そ
れ
は
、
地
動
説
の
自
転
軸
と
一
致
す
る
が
）
を
天
文
現
象
に

つ
い
て
の
自
ら
の
説
明
の
枠
組
と
し
て
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

介
石
が
企
て
た
「
共
和
」
は
、
伝
統
的
天
文
観
か
ら
近
代
天
文
学
へ
の
過
渡
を
成
す

の
で
あ
る
。
佐
田
介
石
の
も
の
を
含
む
江
戸
後
期
明
治
初
年
の
仏
教
天
文
学
に
つ
い

て
は
、
岡
田
正
彦
、
内
海
一
隆
ら
の
先
行
研
究
が
あ
る
（[

岡
田
、
二
〇
〇
一]

他
、[

内

海
、
二
〇
〇
六]

）。
合
わ
せ
て
、
拙
論
（

[

梅
林
、
二
〇
〇
七
ａ][

梅
林
、
二
〇
〇
七
ｂ]

）

も
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

二
、
社
会
経
済
論

【
介
石
は
、
同
時
代
の
民
衆
の
問
題
と
向
き
合
う
】

経
済
社
会
思
想
に
つ
い
て

も
、
介
石
の
主
張
内
容
は
、
前
近
代
的
側
面
と
近
代
的
側
面
の
両
面
を
含
み
、
前
者

か
ら
後
者
へ
の
過
渡
的
な
性
格
を
持
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
介
石
の
社
会
経
済
論
が
扱
っ
て
い
る
問
題
が
、
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
過

渡
期
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
介
石
が
同
時
代
の

問
題
と
真
剣
に
向
き
合
い
、
ま
た
そ
の
時
代
が
、
近
代
へ
の
過
渡
の
時
代
で
あ
っ
た

わ
け
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

介
石
の
明
治
七
年
の
「
建
白
﹇
二
十
三
題
ノ
議
・
桑
茶
論
﹈」（
以
下
、「
建
白
二
十

三
題
」
と
略
す
）
は
、
そ
の
冒
頭
で
、「
…
戊
辰
以
来
諸
縣
の
暴
動
殆
大
小
百
ヶ
処
…
。
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ソ
ノ
甚
キ
ニ
至
り
テ
ハ
県
庁
ヲ
焚
キ
県
官
ヲ
殺
ス
。
筑
前
ノ
暴
動
ハ
刑
ヲ
蒙
ル
モ
ノ

十
余
万
ニ
及
ヘ
リ
」[

九
二
三
頁]

と
、
維
新
政
府
の
近
代
化
策
に
反
対
し
て
全
国
に

頻
発
し
た
民
衆
の
激
し
い
抵
抗
に
触
れ
て
い
る
。「
筑
前
ノ
暴
動
」
と
は
、
明
治
六

年
六
月
福
岡
県
嘉
麻
・
穂
波
二
郡
で
、
旱
魃
に
よ
る
米
の
凶
作
と
一
儲
け
を
企
む
米

相
場
師
へ
の
怒
り
に
端
を
発
し
、
爆
発
的
に
県
下
に
広
が
り
、
電
信
柱
、
電
信
局
、

小
学
校
な
ど
の
文
明
施
設
の
打
ち
壊
し
、
福
岡
県
庁
へ
の
乱
入
、
官
員
の
自
刃
・
殺

害
、
熊
本
鎮
台
兵
に
よ
る
鎮
圧
と
い
う
不
幸
な
事
態
に
至
っ
た
「
筑
前
竹
槍
一
揆
」

と
呼
ば
れ
る
騒
擾
で
あ
る
。

「
建
白
二
十
三
題
」
は
、
続
け
て
、「
民
ノ
怨
ム
ル
怒
レ
ル
果
シ
テ
ソ
ノ
本
ア
リ
」

と
、
民
衆
の
怒
り
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
国
家
と
国
民

の
窮
乏
に
発
し
、
さ
ら
に
国
家
国
民
の
窮
乏
の
本
と
し
て
、「
百
般
旧
事
ヲ
廃
シ
テ
、

猶
未
ダ
之
ニ
換
ル
ヘ
キ
新
法
立
ザ
ル
ニ
在
リ
」
と
い
う
こ
と
、
ま
た
新
法
が
示
さ
れ

て
も
そ
れ
は
「
皇
国
ノ
事
ヲ
以
テ
西
洋
法
ニ
易
へ
」
る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
の
二

点
を
挙
げ
て
い
る[

同
前]

。
つ
ま
り
、
介
石
は
、
民
衆
の
怒
り
・
窮
乏
の
本
と
し
て
、

伝
統
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
を
切
り
開
く
「
新
法
」
が
示
さ
れ
て
い
ず
、
ま
た
新
法
が

あ
っ
て
も
そ
れ
は
西
洋
近
代
の
輸
入
で
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。「
建
白
二
十

三
題
」
は
、
維
新
政
権
の
近
代
化
策
を
、
外
国
交
易
、
改
暦
、
断
髪
、
学
制
、
徴
兵

令
、
煉
瓦
石
、
鉄
道
、
…
と
次
々
に
批
判
し
て
い
く
。

【
学
制
に
つ
い
て
】

学
制
に
つ
い
て
の
介
石
の
批
判
を
見
て
み
よ
う
。
学
制
は
、

国
民
に
小
学
校
就
学
を
強
制
し
な
が
ら
費
用
負
担
を
「
受
益
者
」
や
地
域
住
民
に
求

め
る
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
民
衆
に
従
来
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の

変
更
を
迫
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
点
か
ら
、
学
制
は
民
衆
の
激
し
い
抵
抗

に
遭
っ
て
い
る
（[

森
川
、
一
九
八
四
、
三
一
七
│
二
九
頁]

参
照
）。
介
石
の
「
建
白
二

十
三
題
」
は
、
教
育
内
容
に
つ
い
て
西
洋
の
学
問
を
教
え
る
こ
と
を
批
判
し
、
制
度

面
に
お
い
て
、
就
学
の
強
制
性
と
民
衆
負
担
の
矛
盾
に
触
れ
て
、「
小
学
校
ニ
入
り

難
き
難
渋
の
旨
歎
き
出
候
ヘ
ハ
、
身
代
ハ
潰
れ
て
も
小
学
校
ヘ
ハ
是
非
出
す
様
と
の

布
告
の
処
も
之
有
り
哉
ニ
も
承
り
及
ふ
。
右
様
無
理
な
る
御
仕
法
ハ
是
れ
民
を
育
ツ

ル
学
校
ニ
非
す
、
民
を
倒
す
の
学
校
た
る
へ
し
。
処
々
の
農
民
一
揆
も
皆
小
学
校
を

嫌
ふ
よ
り
出
ツ
。
一
日
も
早
ク
御
改
正
に
相
成
り
度
」
と
、
民
衆
に
共
感
し
、
新
政

府
に
厳
し
い
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
徴
兵
令
に
も
触
れ
て
、「
士
族
を
閣

て
、
農
工
商
の
三
民
を
…
小
学
中
学
大
学
ニ
駆
り
入
れ
、
引
続
キ
兵
隊
に
引
入
れ
」

る
な
ら
ば
、「
己
れ
の
家
業
の
職
を
稽
古
す
へ
き
時
ニ
」
そ
れ
が
で
き
ず
、「
終
ニ
農

工
商
の
職
業
を
勤
む
る
も
の
一
人
も
無
き
事
ニ
可
相
成
。」[

九
三
九
頁]

と
言
う
。
介

石
の
批
判
は
士
と
農
工
商
と
の
身
分
差
別
を
容
認
し
、
専
ら
伝
統
的
な
生
活
を
擁
護

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
制
や
徴
兵
令
は
、
民
衆
の
伝
統
的
な
生
活
の
サ
イ

ク
ル
を
壊
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
介
石
の
指
摘
は
、
間
違
っ
て
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

【
介
石
の
経
済
説
の
三
つ
の
特
徴
】

佐
田
介
石
の
経
済
説
に
つ
い
て
の
先
行
研

究
と
し
て
は
、[

浅
野
、
一
九
三
四]

、[

本
庄
、
一
九
四
一]

を
始
め
、
新
し
い
研
究
と
し

て
は[

柏
原
、
一
九
八
四]

、[

谷
川
、
二
〇
〇
二]

な
ど
が
あ
る
。
介
石
の
経
済
説
は
三
つ

の
特
徴
を
持
つ
。
一
つ
は
、
舶
来
品
排
斥
運
動
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
を
否
定
し
て
、
日
本
一
国
の
ロ
ー
カ
ル
経
済
に
お
い
て
富
国
を
考
え
る
と
い

う
特
徴
で
あ
る
。
二
に
は
、「
国
ヲ
富
ス
ノ
順
序
ハ
消
費
ヲ
先
キ
ニ
製
造
ヲ
後
ニ
ス

ベ
シ
」（『
栽
培
経
済
論
初
編
』
十
二
節
）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
生
産
で
は
な
く
、

消
費
を
経
済
の
要
と
す
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
三
に
は
、
介
石
が
そ
の
経
済
論
を

自
ら
「
栽
培
経
済
論
」
と
命
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
農
業
を

モ
デ
ル
と
し
、
自
然
を
育
て
人
を
育
て
る
経
済
を
主
張
す
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
は
相
互
に
関
連
し
、
ど
の
一
つ
の
特
徴
か
ら
入
っ
て
も
他
の

二
つ
の
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
論
者
に
よ
り
三
点
に
対
す
る
着
目
の

仕
方
が
異
な
る
。
介
石
経
済
説
の
対
外
的
要
因
を
重
視
す
る
論
者
、
例
え
ば[

柏
原
、
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一
九
八
四]

や[

吉
野
、
一
九
二
九]

は
、
一
番
目
の
特
徴
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、

以
下
で
は
、
生
産
で
は
な
く
消
費
を
経
済
の
要
と
す
る
と
い
う
第
二
の
特
徴
を
中
心

に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
消
費
と
生
産
、
あ
る
い
は
生
産
と
消
費

の
関
係
を
い
か
に
構
築
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
伝
統
的
な
経
済
社
会
か
ら
近
代
的

な
経
済
社
会
へ
の
移
行
に
際
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

【
消
費
と
生
産
】

実
際
、
明
治
初
年
の
こ
の
時
期
、
幾
人
か
の
思
想
家
が
、
伝

統
か
ら
近
代
へ
の
移
行
に
関
わ
っ
て
、
生
産
と
消
費
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。

福
沢
諭
吉
は
、『
文
明
論
之
概
略
』（
明
治
八
年
）
に
お
い
て
、
ま
た
『
民
間
経
済
録

二
編
』（
明
治
十
三
年
）
に
お
い
て
、「
生
産
と
消
費
」
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
用
語
と
し

て
「
積
と
散
」
な
い
し
「
集
と
散
」
を
使
い
な
が
ら
、
生
産
と
消
費
と
の
関
係
に
言

及
し
て
い
る
。
ま
た
、
徳
富
蘇
峰
の
『
将
来
之
日
本
』（
明
治
十
九
年
）
も
、
全
体
と

し
て
武
備
主
義
に
対
し
て
生
産
主
義
を
主
張
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
ま
た
武
備
主
義
は

消
費
主
義
の
極
端
な
場
合
で
あ
る
か
ら
、
生
産
と
消
費
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
特
に
そ
の
「
過
去
の
日
本
」
の
二
章
で
は
、
生
産
と
消
費
と
の
関
係
が
直
接

語
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
生
産
と
消
費
は
、
人
間
社
会
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
一
体
で
は
な
く
、

異
な
る
時
間
に
お
い
て
な
さ
れ
、
空
間
的
に
も
離
れ
た
場
所
で
な
さ
れ
る
。
人
と
人

と
の
関
係
と
し
て
も
、
あ
る
人
が
生
産
者
で
あ
る
関
係
に
お
い
て
は
他
の
人
が
消
費

者
で
あ
り
、
あ
る
人
が
消
費
者
で
あ
る
関
係
に
お
い
て
は
他
の
人
が
生
産
者
で
あ
る
。

ま
た
、
人
と
自
然
と
の
関
係
と
し
て
も
、
生
産
に
お
い
て
も
消
費
に
お
い
て
も
、
人

と
自
然
と
は
互
い
に
疎
外
し
あ
う
関
係
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

生
産
と
消
費
は
、
コ
イ
ン
の
表
裏
の
よ
う
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
生
産
が

消
費
を
可
能
に
し
、
消
費
が
生
産
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

物
品
の
消
費
は
人
間
力
の
生
産
で
あ
り
、
物
品
の
生
産
は
人
間
力
の
消
費
で
あ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。

介
石
が
そ
の
言
論
を
広
め
た
明
治
初
年
の
時
期
の
日
本
は
、
生
産
と
消
費
と
の
こ

う
し
た
時
間
的
、
空
間
的
関
係
、
人
と
人
と
の
関
係
、
人
と
自
然
と
の
関
係
の
総
体

を
、
伝
統
的
な
も
の
か
ら
近
代
的
な
も
の
へ
と
如
何
に
再
構
築
し
て
い
く
べ
き
か
と

い
う
大
き
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
介
石
の
経
済
説
も
、
そ
う
し
た
問
題
状
況
に

お
け
る
発
言
の
一
つ
で
あ
る
。
介
石
が
、
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
生
活
世
界
を
擁
護
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
介
石
が
生
産
と
消
費
と
の
関
係

の
総
体
を
い
か
に
築
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
自
体

に
、
介
石
の
経
済
論
の
近
代
的
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
外
国
交
易
の
是
非
、
都
市
と
農
村
の
関
係
】

開
港
と
外
国
交
易
の
是
非
を
め

ぐ
る
問
題
も
、
消
費
と
生
産
と
の
関
係
を
、
空
間
的
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
に
展

開
し
て
い
く
の
が
い
い
か
、
あ
く
ま
で
日
本
一
国
に
限
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
問

題
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
介
石
は
も
ち
ろ
ん
、
生
産
と
消
費
と
は
日
本
一
国
の

な
か
で
関
係
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
西
洋
と

日
本
と
で
は
、
文
化
、
気
候
・
風
土
、
国
民
性
な
ど
の
違
い
か
ら
、
経
済
の
成
り
立

ち
が
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
西
洋
が
、
国
内
で
大
量
生
産
を

興
し
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
を
通
し
て
生
産
物
の
消
費
の
道
を
広
げ
る
の
に
対
し
、
狭
い

国
内
市
場
し
か
持
た
な
い
日
本
は
、
国
内
の
消
費
を
ま
ず
拡
大
し
、
そ
れ
に
応
じ
て

生
産
を
拡
大
す
る
と
い
う
仕
組
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う
。
こ
の
違
い
を
無
視

し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
で
西
洋
と
競
争
し
て
も
、
決
し
て
う
ま
く
行
く
こ
と
は

な
い
と
指
摘
す
る
。

介
石
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
消
費
と
生
産
の
空
間
的
関
係
に
つ
い
て
も
、
輻
湊

す
る
消
費
地
で
あ
る
東
京
、
西
京
、
大
阪
の
三
都
を
中
心
に
置
き
、
そ
こ
か
ら
中
間

の
消
費
地
や
流
通
都
市
（
城
市
、
駅
市
、
港
市
）
を
通
っ
て
、
周
辺
の
農
・
百
工
の
生

産
地
へ
と
い
た
る
空
間
モ
デ
ル
を
描
い
て
い
る[

栽
培
経
済
論
後
編
上
、
十
五
│
七
丁
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裏]
。
都
市
を
消
費
地
と
し
て
中
心
に
据
え
、
生
産
地
で
あ
る
農
村
を
周
辺
に
配
す

る
介
石
の
空
間
モ
デ
ル
は
、
消
費
優
先
の
考
え
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
が
、
や
は
り
江

戸
時
代
の
経
済
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。
介
石
は
、
富
国
を
考
え
、
経
済
発
展
を
考
え
て

い
る
と
い
う
点
で
は
近
代
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
空
間
秩
序
を

重
視
す
る
の
で
あ
る
。

【
秩
禄
処
分
】

明
治
初
年
に
お
い
て
は
、
生
産
と
消
費
と
の
四
つ
の
関
係
の
う

ち
、
人
と
人
と
の
関
係
と
い
う
側
面
は
、
他
の
関
係
に
比
べ
て
は
る
か
に
厳
し
い
論

争
問
題
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
専
ら
消
費
を
享
受
し
て
い
る
武
士
以
上
の
身
分
を
い

か
に
す
べ
き
か
、
士
農
工
商
と
い
っ
た
封
建
的
な
身
分
制
度
を
い
か
に
す
る
か
、
西

南
戦
争
の
一
因
と
も
な
っ
た
華
士
族
の
秩
禄
処
分
と
帰
農
・
帰
商
を
め
ぐ
る
問
題
で

あ
っ
た
。

介
石
の
明
治
七
年
の
「
建
白
二
十
三
題
」
は
、「
国
ヲ
富
マ
ス
ノ
道
ハ
、
消
費
ノ

法
ヲ
広
ク
ス
ル
ニ
如
ク
ハ
ナ
シ
。
消
費
ノ
法
狭
ケ
レ
ハ
、
随
テ
制
造
ノ
道
モ
随
テ
狭

ク
塞
ガ
リ
、
消
費
ノ
道
ヲ
広
ク
ス
レ
ハ
、
制
作
ノ
道
モ
亦
随
テ
広
ク
通
ス
」[

九
二
三

頁]

と
、
そ
の
経
済
原
則
を
述
べ
る
。
消
費
の
道
の
「
広
・
狭
」
は
、
消
費
者
が

「
多
い
・
少
な
い
」
を
意
味
し
、
制
造
の
道
の
「
広
・
狭
」
は
、
生
産
者
が
「
多

い
・
少
な
い
」
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
櫛
簪
の
作
者
は
一
人
で
一
日
に
十
五
品
製
造

す
る
と
す
れ
ば
一
年
で
五
千
四
百
品
製
造
す
る
が
、
消
費
者
一
人
は
一
年
に
一
品
あ

れ
ば
足
り
る
。
他
の
物
品
に
つ
い
て
も
生
産
者
と
消
費
者
の
関
係
は
こ
れ
と
同
じ
で

あ
る
か
ら
、
一
般
に
生
産
者
よ
り
も
消
費
者
が
百
倍
千
倍
も
多
く
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
従
っ
て
、
と
り
わ
け
外
国
に
消
費
地
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
本
に
お
い

て
は
、
ま
ず
消
費
の
道
を
拡
げ
消
費
者
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。

「
建
白
二
十
三
題
」
は
、「
然
ニ
戊
辰
以
来
ノ
景
況
、
天
下
ノ
人
ヲ
シ
テ
悉
ク
作

者
タ
ラ
令
メ
ン
ト
シ
玉
フ
勢
ニ
似
タ
リ
。
…
是
レ
恐
ク
ハ
大
害
ヲ
醸
ス
ヘ
シ
」[

九
二

四
頁]

と
、
明
治
政
府
の
士
族
帰
農
・
帰
商
の
政
策
を
批
判
し
て
、
そ
れ
は
消
費
者
を

減
じ
生
産
者
を
増
や
す
政
策
で
あ
り
、
経
済
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
建
白
二
十
三
題
」
は
、
旧
藩
士
の
帰
農
、
帰
商
は
必
ず
失

敗
し
、
天
下
の
大
乱
を
招
く
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、「
旧
藩
士
進
退
」
を

い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
と
、
介
石
は
、
消
費
者
と
し
て
の
士
族
の
大
用
を
指
摘
し

て
、「
士
族
に
禄
を
復
し
玉
ふ
」
こ
と
が
、「
却
て
天
朝
の
御
大
益
の
み
な
ら
ず
、
天

下
農
民
の
幸
延
て
工
商
迄
に
及
ぶ
」[

九
六
七
頁]

と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
消
費
を
最
重
視
す
る
介
石
の
経
済
原
則
は
、
人
と
人
と
の
関
係
と

い
う
側
面
に
お
い
て
は
、
専
ら
消
費
生
活
を
享
受
す
る
者
と
し
て
の
士
族
に
富
国
の

大
用
を
期
待
す
る
と
い
う
方
向
に
展
開
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
介
石
は
、「
タ
ト
ヘ

ハ
天
子
ハ
一
人
ニ
テ
万
人
ノ
用
ユ
ヘ
キ
品
ヲ
兼
併
シ
テ
用
ヰ
玉
ヒ
、
或
ハ
鴻
ノ
池
加

島
屋
ノ
如
キ
ハ
一
人
ニ
テ
千
人
ノ
用
ユ
ヘ
キ
品
ヲ
兼
併
シ
テ
用
ル
類
ヒ
」
を
、「
兼

併
消
費
ノ
法
」
と
呼
ん
で
、
一
人
で
百
人
分
、
千
人
分
、
万
人
分
の
消
費
を
享
受
す

る
「
兼
併
消
費
」
の
人
々
に
、
富
国
の
大
用
を
期
待
し
て
い
る[

諸
寺
院
連
名
建
白
書

続
編
、
十
一
丁]

。

介
石
の
「
国
ヲ
富
ス
ノ
順
序
ハ
消
費
ヲ
先
キ
ニ
製
造
ヲ
後
ニ
」
す
べ
き
だ
と
い
う

主
張
と
対
照
を
な
す
の
は
、
福
沢
諭
吉
や
徳
富
蘇
峰
の
考
え
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
は
、

『
文
明
論
之
概
略
』
の
中
で
、
生
産
と
消
費
は
一
体
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視

点
か
ら
の
経
済
論
を
述
べ
て
い
る
。
福
沢
の
考
え
は
、「
蓄
積
費
散[

即
ち
生
産
と
消

費]

の
二
カ
条
は
、
何
れ
を
術
…
何
れ
を
目
的
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
何
れ
を
前
…
何

れ
を
後
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
…
富
国
の
基
は
た
だ
こ
の
蓄
積
と
費
散
と
を
盛
大
に
す

る
に
あ
る
の
み
」[

二
四
八
頁]

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
福
沢
は
、
社
会
の
な
か
に
専

ら
消
費
を
享
受
す
る
人
と
専
ら
生
産
に
従
事
す
る
人
と
が
存
在
す
る
こ
と
を
必
ず
し

も
否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
消
費
の
階
級
が
治
者
と
な
り
、
生
産
の
階
級
が
被
治
者

と
な
っ
て
、
治
者
の
階
級
は
生
産
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
に
専
ら
浪
費
し
、
生
産

の
階
級
は
消
費
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
た
だ
吝
嗇
に
陥
っ
て
い
る
と
、
旧
社
会
の
状
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態
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
産
と
消
費
は
、「
何
れ
を
前
…
何
れ
を
後
と
為

す
べ
か
ら
」
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
消
費
者
と
生
産
者
と
は
同
一
の
心
を
以
っ
て

国
家
社
会
の
経
営
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

徳
富
蘇
峰
『
将
来
之
日
本
』
の
意
見
は
、
よ
り
明
快
で
あ
る
。「
武
備
の
世
界
」

に
は
「
二
種
の
階
級
あ
り
て
一
は
た
だ
消
費
者
…
一
は
た
だ
生
産
者
…
。
消
費
者
は

徹
頭
徹
尾
、
た
だ
愉
快
に
安
楽
に
貨
物
を
再
生
の
見
込
み
な
き
地
に
向
っ
て
消
費
す

る
の
み
…
、
生
産
者
は
徹
頭
徹
尾
…
終
生
骨
を
折
り
、
汗
を
流
し
て
生
産
の
業
に
従

事
す
る
の
み
。」[

一
五
〇
頁]
と
、
江
戸
時
代
ま
で
の
武
家
支
配
の
社
会
を
批
判
し
、

「
経
済
世
界
自
然
分
配
の
法
則
に
従
え
ば
…
、
何
人
…
も
生
産
者
…
は
必
ず
ま
た
消

費
者
…
、
消
費
者
…
は
…
ま
た
生
産
者
…
。
…
そ
の
消
費
す
る
額
の
多
少
は
…
そ
の

生
産
の
多
少
に
平
均
し
、
…
消
費
…
多
き
者
は
…
生
産
…
多
く
、
生
産
…
少
な
き
者

は
…
消
費
…
少
な
く
…
」
と
、
全
人
民
が
「
皆
一
の
生
産
者
…
消
費
者
」
で
あ
る
生

産
主
義
の
社
会
の
到
来
を
訴
え
て
い
る[

一
五
一
頁]

。

福
沢
や
蘇
峰
の
意
見
と
比
較
す
る
と
き
、
士
族
を
消
費
を
享
受
す
る
階
層
と
し
て

残
し
、
士
族
や
「
兼
併
消
費
」
の
人
々
の
消
費
に
、
富
国
の
大
用
を
期
待
す
る
介
石

の
消
費
富
国
論
に
は
、
前
近
代
へ
の
保
守
主
義
的
郷
愁
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、「
士
族
に
禄
を
復
し
」、
ま
た
「
兼
併
消
費
」
の
人
々
の
消
費
力
を
評
価
す

る
介
石
の
意
見
は
、
必
ず
し
も
士
族
等
の
利
益
を
考
え
て
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
、「
兼
併
消
費
」
の
人
々
が
消
費
を
盛
ん
に
す
れ
ば
、
そ
の
分
金
貨
、

物
品
の
流
通
が
盛
ん
に
な
り
、
ま
た
生
産
が
増
大
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、「
天

下
農
民
の
幸
延
て
工
商
迄
に
及
ぶ
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
農

民
を
始
め
民
衆
の
生
活
が
、
介
石
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
士
族

を
専
ら
消
費
階
層
と
し
て
位
置
づ
け
、
鴻
ノ
池
加
島
屋
な
ど
の
豪
商
、「
兼
併
消
費
」

の
人
々
に
、
一
人
で
百
人
分
、
千
人
分
、
万
人
分
の
消
費
を
期
待
す
る
介
石
の
考
え

は
、
反
「
生
産
主
義
」
的
で
あ
り
、
浅
野
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
反
資
本
主
義
的
」

で
あ
る[

浅
野
、
一
九
三
四
、
二
九
頁]

。
と
い
う
の
も
、
介
石
の
消
費
重
視
の
考
え
を

実
践
す
る
と
、
生
産
の
た
め
の
資
本
蓄
積
が
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
介
石
の

消
費
経
済
説
は
、
反
「
生
産
主
義
」
的
で
「
反
資
本
主
義
的
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、

一
方
で
は
保
守
的
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
近
代
批
判
と
い
う
今
日
的
な
意
義
を
も

合
わ
せ
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
自
由
時
間
論
】

消
費
を
重
視
す
る
介
石
は
、「
遊
芸
者
ノ
消
費
ノ
功
モ
製
造

人
ノ
功
ヨ
リ
一
分
一
厘
モ
劣
ラ
サ
ル
ヘ
シ
」
と
、
消
費
の
経
済
効
果
を
指
摘
し
、

「
遊
楽
」
と
消
費
生
活
の
重
要
さ
を
言
い
、
素
朴
で
は
あ
る
が
一
種
の
自
由
時
間
論

を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
遊
び
に
は
、「
放
蕩
ノ
遊
ビ
」「
養
育
ノ
遊
ビ
」

「
励
マ
ン
為
ノ
遊
ビ
」「
業
余
ノ
遊
ビ
」
の
四
種
が
あ
る
。「
放
蕩
ノ
遊
ビ
」
は
も
ち

ろ
ん
「
戒
シ
ム
ヘ
キ
コ
ト
」
で
あ
る
。
だ
が
、「
養
育
ノ
遊
ビ
」
は
、
幼
童
を
育
て

老
を
養
う
（
幼
年
、
老
年
期
の
い
わ
ば
人
生
の
自
由
時
間
の
）
遊
び
で
あ
っ
て
、
玩
具
や

茶
道
具
や
お
菓
子
な
ど
そ
の
経
済
効
果
は
大
き
い
と
言
う
。「
励
マ
ン
為
ノ
遊
ビ
」

と
は
、
勤
労
者
の
休
日
の
遊
び
で
あ
り
、「
百
工
ナ
ド
ノ
職
人
ハ
ソ
ノ
休
日
ニ
至
テ

遊
園
劇
場
ノ
遊
ビ
ガ
却
テ
平
日
ノ
職
業
ヲ
励
マ
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
目
的
ト
ナ
ル
」
と
言

う
。「
業
余
ノ
遊
ビ
」
と
は
、「
高
貴
大
冨
ノ
家
族
」
の
閑
暇
の
遊
び
で
あ
る
。
介
石

は
、
江
戸
町
民
の
遊
楽
の
場
所
と
し
て
の
浅
草
の
に
ぎ
わ
い
を
思
い
、
ま
た
両
国
回

向
院
嵐
山
吉
野
山
の
桜
を
「
遊
観
ス
ル
人
衰
ヘ
タ
ル
」
を
歎
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

勤
勉
と
倹
約
を
説
く
道
徳
に
対
し
て
は
、
明
治
初
年
維
新
政
府
が
浅
草
寺
に
「
浅
草

公
園
」
を
整
備
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
、「
何
故
ニ
官
ニ
於
テ
遊
園
地
ヤ
劇
場
ナ
ド
ノ

遊
処
ヲ
立
テ
置
カ
レ
且
ツ
遊
芸
人
ヲ
許
シ
オ
キ
玉
ヘ
ル
ヤ
」
と
切
り
返
し
て
い
る

[
栽
培
経
済
論
後
編
上
、
三
十
五
│
八
丁]

。

ま
と
め
に
代
え
て

近
代
日
本
は
、
勤
勉
と
倹
約
の
道
を
突
き
進
み
、
労
働
時
間
が
延
長
し
、
過
労
死
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な
ど
の
問
題
を
生
む
こ
と
に
な
る
が
、
介
石
の
「
自
由
時
間
論
」
は
、
江
戸
の
遊
び

の
文
化
を
そ
れ
に
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
介
石
の
主
張

は
、
保
守
的
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
近
代
日
本
が
実
際
に
た
ど
っ
た

道
と
は
異
な
る
要
素
を
暗
示
し
て
も
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
介
石
の
言
論
は
、
そ
の
様
式
・
媒
体
に
お
い
て
も
、
ま
た
主
張
内

容
に
お
い
て
も
、
前
近
代
と
近
代
と
の
過
渡
的
な
性
格
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
近
代
批

判
に
は
、
単
な
る
前
近
代
へ
の
回
帰
と
い
う
側
面
と
と
も
に
、
近
代
を
超
え
た
今
日

的
意
義
を
認
め
う
る
一
面
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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